
 

 京都市交通局公文書取扱規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和４年３月３１日 

京都市公営企業管理者 

交通局長 山本 耕治 

京都市交通局管理規程第１６号 

   京都市交通局公文書取扱規程の一部を改正する規程 

 京都市交通局公文書取扱規程の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

（定義） 

第２条 （略） 

(1)～(8)  （略） 

(9) 併用決裁 電子決裁を行うものの

うち，決定書案又は供覧書に添付する

文書（以下「添付文書」という。）の

全部又は一部を紙文書により回付する

ものをいう。 

(10)～(17)  （略） 

（決定書案の作成） 

第18条 公文書を作成して意思決定を行

う場合は，別に定める場合を除き，意思

決定の内容を文書管理システムに登録す

ることにより決定書案を作成し，速やか

に電子決裁を行わなければならない。た

だし，添付文書の全部又は一部が紙文書

である場合は，添付文書回議票（第６号

様式）を紙の添付文書に付し，速やかに

併用決裁を行わなければならない。 

 

 

 

（定義） 

第２条 （略） 

(1)～(8)  （略） 

(9) 併用決裁 電子決裁を行うものの

うち，決定書案又は供覧書に添付する

文書（以下「添付文書」という。）の

全部又は一部を文書管理システムに登

録しないで回付するものをいう。 

(10)～(17)  （略） 

（決定書案の作成） 

第18条 公文書を作成して意思決定を行

う場合は，別に定める場合を除き，意思

決定の内容を文書管理システムに登録す

ることにより決定書案を作成し，速やか

に電子決裁を行わなければならない。た

だし，添付文書の全部又は一部が紙文書

その他文書管理システムに登録すること

が困難なもの（以下「登録困難文書等」

という。）である場合は，添付文書回議

票（第６号様式）を当該添付文書に付し

，速やかに併用決裁を行わなければなら

ない。 



 

（供覧） 

第27条 収受し，又は，作成した公文書

で，上司の閲覧に供する必要があると認

められ，かつ，当該文書の全部を電磁的

記録のまま文書管理システムに登録する

ことができるものについては，文書管理

システムにその要旨を簡明に入力する等

必要な事項を入力することにより，速や

かに電子決裁を行わなければならない。

ただし，当該公文書の全部又は一部が紙

文書であるときは，添付文書回議票（第

８号様式）を当該紙文書に付し，速やか

に併用決裁を行わなければならない。 

 

２ （略） 

３ 添付文書の全部が紙文書であり，事案

が軽易又は定例的なものであるときは，

余白の利用その他の方法により処理を行

うことができる。 

（完結文書の引継ぎ及び保管） 

第34条 文書管理責任者は，永年保存文

書のうち紙文書であるものを，完結年度

の翌々年度に，引継文書目録（第11号

様式）を添えて，総務課長に速やかに引

き継がなければならない。ただし，文書

管理所属において引き続き保管する必要

があるものについては，総務課長と協議

したうえ，期限を定め，引継ぎを延期す

ることができる。 

（供覧） 

第27条 収受し，又は，作成した公文書

で，上司の閲覧に供する必要があると認

められ，かつ，当該文書の全部を電磁的

記録のまま文書管理システムに登録する

ことができるものについては，文書管理

システムにその要旨を簡明に入力する等

必要な事項を入力することにより，速や

かに電子決裁を行わなければならない。

ただし，当該公文書の全部又は一部が登

録困難文書等であるときは，添付文書回

議票（第８号様式）を当該文書に付し，

速やかに併用決裁を行わなければならな

い。 

２ （略） 

３ 添付文書の全部が登録困難文書等であ

り，かつ，事案が軽易又は定例的なもの

であるときは，余白の利用その他の方法

により処理を行うことができる。 

（完結文書の引継ぎ及び保管） 

第34条 文書管理責任者は，永年保存文

書のうち登録困難文書等（総務課長が必

要と認めるものに限る。）であるもの

を，完結年度の翌々年度に，引継文書目

録（第11号様式）を添えて，総務課長

に速やかに引き継がなければならない。

ただし，文書管理所属において引き続き

保管する必要があるときその他当該年度

に引き継ぐことができない事情があると

きは，総務課長と協議したうえ，期限を



 

定め，引継ぎを延期することができる。 
  

備考 改正箇所は，下線が引かれた部分である。 

   附 則 

 この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

（交通局企画総務部総務課） 


